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国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について（案） 

 

  平 成 ２４年 ○月 ○日 

閣 議 決 定 

 

国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲については、「国の特定地方行政

機関の事務等の移譲に関する法律案」に定めるほか、次のとおりとする。 

 

１ 個別の法律により規定された事務・権限であって経済産業局、地方整備局、地方環境

事務所（以下「移譲対象出先機関」という。）が法令による委任を受け又は通達等に基

づき移譲対象出先機関の長が実施しているもの（以下「移譲対象出先機関実施事務等」

という。）のうち別紙 1 に掲げるものは、移譲の対象とする。また、当該事務等の移譲後

の事務の区分、国の関与、大臣の並行権限等は、別紙 1 を基本とする。 

２  移譲対象出先機関実施事務等のうち別紙 2 に掲げるものは、原則移譲の対象とする

方向で引き続き検討を行い、平成 24 年中を目途に結論を得て、閣議で決定を行う。 

３  移譲対象出先機関の事務等のうち法令で個別に規定されていないものであって移譲

の対象となった事務等に関連するもの（以下「移譲関連事務等」という。）については、

事務等移譲計画の認定を受けた特定広域連合等が地域における事務として自ら実施

することにより移譲対象出先機関と同様の役割を果たすこととする。このため、 

①  移譲関連事務等を特定広域連合等が実施することを認定前に確認する 

②  事務等移譲計画、実施計画の中で移譲関連事務等の実施について必要な記述を

行う 

よう措置する。 
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